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○美幌町企業立地促進条例施行規則 

令和４年９月15日 

美幌町規則第13号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、美幌町企業立地促進条例（令和４年美幌町条例第14号。以下「条例」という。）の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象とする投資額） 

第２条 条例第２条第12号の規則で定める投資額は、操業又は事業（以下「操業等」という。）のために直接使

用されるもののほか、工場等の内部環境施設、福利厚生施設、敷地内の環境整備施設等に係るものを含むもの

とする。 

２ 工場等の増設（施設の更新を伴うものに限る。以下この項において同じ。）のための投資額の算定に当たっ

ては、当該投資額に、増設後の製造の能力等から増設前の製造の能力等を引いた数を増設後の製造の能力等で

除して得た数を乗ずるものとする。 

（対象とする雇用者） 

第３条 条例第２条第13号の規則で定める雇用者は当該工場等の操業等の開始の日において雇用されている者

のほか、操業等の開始の日から６か月以内に雇用され、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

(1) 雇用期間の定めのない雇用者であること。 

(2) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を

行い、同法第９条第１項の確認を受けた者であること。 

(3) 年間の給与収入が130万円以上あると見込まれる者であること。 

２ コールセンター設置に伴う場合は、指定事業者と労働者を派遣する企業との間の労働派遣契約により派遣さ

れる労働者が前項の要件を満たす場合も対象とする。 

（指定の申請等） 

第４条 条例第３条第２項の規定による指定の申請は、新設し、又は増設する工場等の工事に着手する日前60

日から工事に着手した日後30日までの期間内に、指定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、町長

に申請しなければならない。 

(1) 工場等の位置図、施設内の配置図及び設備配置図 

(2) 工場にあっては、生産工程図 

(3) 会社にあっては、次の事項を記載した書類（会社以外の法人にあっては、これに準ずるもの） 

ア 会社の沿革及び現況 

イ 町外の既存工場等の所在地及び名称、生産能力（工場に限る。）並びに雇用者数 

ウ 最近２期の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書 

エ 定款 

(4) 法人にあっては、法人の登記事項証明書（個人にあっては、住民票の写し） 

(5) その他参考となる書類 
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２ 町長は、前項の申請により条例第３条第１項に規定する指定をするときは、指定書（様式第２号）により、

指定しない場合はその旨を申請者に通知する。 

（計画の変更等） 

第５条 指定事業者は、当該指定の後、条例第４条第１項の規定による補助金の決定があるまでの間に、当該工

場等の新設又は増設に係る計画を変更しようとするとき（条例第３条第１項に規定する要件を欠くに至る変更

をしようとするときを除く。）は、あらかじめ計画変更承認申請書（様式第３号）を提出して、町長の承認を

受けなければならない。 

２ 町長は、前項の計画の変更を承認するときは計画変更承認書（様式第４号）により、承認しない場合はその

旨を申請者に通知する。 

３ 指定事業者は、当該指定の後、条例第４条第１項の規定による補助金の決定があるまでの間に、当該工場等

の新設又は増設に係る計画の廃止又は条例第３条第１項に規定する要件を欠くに至る変更をしたときは、当該

廃止又は変更後速やかに、その理由及び内容を計画廃止（変更）届（様式第５号）により町長に届け出なけれ

ばならない。 

（工事の着手及び完成の届出） 

第６条 指定事業者は、当該工場等の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に工事着手届（様式第

６号）により町長に届け出なければならない。 

２ 指定事業者は、条例第３条第１項の規定による指定前に当該工場等の工事に着手したときは、前項の規定に

かかわらず、当該指定の日から10日以内に工事着手届（様式第６号）により町長に届け出なければならない。 

３ 指定事業者は、当該工場等の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に、工事完成届（様式第７

号）により町長に届け出なければならない。 

４ 指定事業者は、条例第３条第１項の規定による指定前に当該工場等の工事が完成したときは、前項の規定に

かかわらず、当該指定の日から10日以内に工事完成届（様式第７号）により町長に届け出なければならない。 

（操業等の開始の届出） 

第７条 指定事業者は、当該工場等の操業等を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に操業（事

業）開始届（様式第８号）により町長に届け出なければならない。 

２ 指定事業者は、条例第３条第１項の規定による指定前に当該工場等の操業等を開始したときは、前項の規定

にかかわらず、当該指定の日から10日以内に操業（事業）開始届（様式第８号）により町長に届け出なければ

ならない。 

（補助金の額の端数処理） 

第８条 条例第４条第１項の規定による補助金の交付の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨

てるものとする。 

（補助金の交付申請等） 

第９条 補助金の交付について必要な事項は、別に定めるもののほか、美幌町補助金等交付規則（平成15年美幌

町規則第39号。以下「補助金等交付規則」という。）及びこの規則の定めるところによる。 

（補助金の申請期間） 
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第10条 補助金の交付を受けようとする者は、申請しようとする年度の当該工場等に係る固定資産税の全額を納

付した後、当該年度の12月１日から１月31日までに町長に申請しなければならない。 

（補助金の交付申請に必要な書類等） 

第11条 補助金等交付規則第４条第１項第３号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 事業報告書（様式第９号） 

(2) 同意書（様式第10号） 

（承継の申請等） 

第12条 条例第５条第２項の規定による承継の申請は、同条第１項に規定する承継した日から10日以内に、承継

申請書（様式第11号）に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。 

(1) 承継の事実を証する書類 

(2) 承継人の第４条第１項第３号及び第４号に掲げる書類 

２ 町長は、前項の承継を承認するときは、承継承認書（様式第12号）により、承認しない場合はその旨を申請

者に通知する。 

（操業等の状況の報告） 

第13条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、当該補助金の交付を受けた日の属す

る年以降３年の間の各年の当該工場等の操業等の状況を、操業（事業）状況報告書（様式第13号）により町長

に報告しなければならない。 

（工場等の譲渡の届出） 

第14条 補助事業者は、当該工場等の開始後10年以内に、当該工場等を譲渡するときは、当該譲渡した日から10

日以内に、譲渡届（様式第14号）に次に掲げる書類を添付し、町長に届け出なければならない。 

(1) 譲渡の事実を証する書類 

(2) 譲受人の第４条第１項第３号及び第４号に掲げる書類 

（工場等の休止等の届出） 

第15条 補助事業者は、当該工場等の開始後10年以内に、当該工場等の操業等を休止し、又は廃止（倒産の場合

は除く）しようとするとき又は当該工場等の操業等を著しく変更しようとするときは、あらかじめ、操業等休

止（廃止・変更）届（様式第15号）により町長に届け出なければならない。 

（補助金の返還規定の適用） 

第16条 条例第６条第２項第３号ただし書の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 災害により操業等の継続ができなくなった場合 

(2) 企業経営の悪化により倒産した場合 

(3) 町長が特にやむを得ないと認める場合 

（補則） 

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 条例附則第２項の規定により指定の申請を行った者に係る第６条及び第７条の規定の適用については、次に

定めるところによる。 

(1) 当該工場等の工事に着手している者については、第６条第１項中「当該着手の日から10日以内に」とあ

るのは、「この規則の施行の日の翌日から30日以内に」とする。 

(2) 当該工場等の工事が完成している者については、第６条第３項中「当該完成の日から10日以内に」とあ

るのは、「この規則の施行の日の翌日から30日以内に」とする。 

(3) 当該工場等の操業等を開始している者については、第７条第１項中「当該操業等の開始の日から10日以

内に」とあるのは、「この規則の施行の日の翌日から30日以内に」とする。 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

様式第７号（第６条関係） 

様式第８号（第７条関係） 

様式第９号（第11条関係） 

様式第10号（第11条関係） 

様式第11号（第12条関係） 

様式第12号（第12条関係） 

様式第13号（第13条関係） 

様式第14号（第14条関係） 

様式第15号（第15条関係） 

 


